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８　法附則第 15条の６等の規定による軽減税額等に関する調� −軽　減　税　額　等−
全国計（2− 1）

区 分

総 数

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  1,372,507  129,465,975  58,909,901 

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  1,595,608  98,790,641  68,529,898 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  96,892  11,001,521  5,760,255 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  2,455  275,970  149,080 

法附則第 15 条の８
第 １ 項

第　 一　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  412  27,548  22,993 

第　 二　 種���� �（ １ / ２ 減 額 ）  15  1,287  1,011 

第　 二　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  899  55,116  40,189 

法附則第 15 条の８
第 ３ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  1,355  548,828  292,568 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  3,388  304,118  297,708 

法 附 則 第 15 条 の ８ 第 ４ 項（ ２ / ３ 減 額 ）  6,616  340,179  288,371 

法附則第 15 条の８
第 ５ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  25  2,239  793 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  18  1,385  264 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  22,709  2,219,195  267,381 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ４ 項（ １ / ３ 減 額 ）  4,196  374,978  37,164 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ５ 項（ １ / ３ 減 額 ）  328  27,714  6,243 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ９ 項（ １ / ３ 減 額 ）  5,478  558,793  88,857 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 10 項（ １ / ３ 減 額 ）  2,657  225,205  55,616 

平 成 18 年 附 則�
第 13 条 第 29 項

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  6,873  488,390  352,967 

３ / ４ 減 額 さ れ る も の  435  27,961  22,069 

平 成 18 年 附 則 第 13 条 第 31 項（ ３ / ５ 減 額 ）  455  29,691  21,378 

平 成 21 年 附 則�
第 ８ 条 第 13 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  34  2,103  1,421 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  2,488  163,965  128,072 

合 計
 3,125,843  244,932,803  135,274,199 

う ち 個 人  2,657,783  218,888,513  118,142,168 

う ち 法 人 468,060 26,044,290 17,132,031 
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全国計（2−２）

区 分

平成 23 年度に新たに軽減の対象となったもの 平成 23 年度で軽減期間の終了するもの

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  394,485  36,224,880  16,329,724  528,789  50,513,645  23,037,739 

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  182,700  12,730,833  8,116,229  375,173  25,093,231  14,985,412 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  82,313  9,349,330  4,590,775  -  -  - 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  2,079  234,567  126,632  -  -  - 

法附則第 15 条の８
第 １ 項

第　 一　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  176  9,514  8,353  -  -  - 

第　 二　 種���� �（ １ / ２ 減 額 ）  -  -  -  -  -  - 

第　 二　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  422  26,835  19,410  -  -  - 

法附則第 15 条の８
第 ３ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  226  122,260  69,493  352  121,029  58,986 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  410  28,626  25,599  901  85,289  78,210 

法 附 則 第 15 条 の ８ 第 ４ 項（ ２ / ３ 減 額 ）  877  48,014  41,146  1,092  60,779  47,532 

法附則第 15 条の８
第 ５ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  20  1,644  708  4  475  34 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  2  120  50  1  108  10 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  7,336  760,632  102,615  7,751  665,295  95,377 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ４ 項（ １ / ３ 減 額 ）  4,192  374,628  42,350  4,196  374,996  42,394 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ５ 項（ １ / ３ 減 額 ）  328  27,714  6,086  328  27,817  6,096 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ９ 項（ １ / ３ 減 額 ）  5,478  558,711  88,785  5,478  558,589  109,544 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 10 項（ １ / ３ 減 額 ）  2,657  225,195  55,717  2,657  225,195  55,717 

平 成 18 年 附 則�
第 13 条 第 29 項

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  2,290  155,266  111,079 

３ / ４ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  164  10,981  8,795 

平 成 18 年 附 則 第 13 条 第 31 項（ ３ / ５ 減 額 ）  -  -  -  359  22,223  16,413 

平 成 21 年 附 則�
第 ８ 条 第 13 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  -  -  - 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  372  23,136  18,723 

合 計
 683,701  60,723,504  29,623,672  929,907  77,938,053  38,672,061 

う ち 個 人  600,638  54,354,373  26,086,925  823,642  71,108,306  34,849,529 

う ち 法 人 83,063 6,369,130 3,536,747 106,265 6,829,748 3,822,532 

−軽　減　税　額　等−
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−軽　減　税　額　等−
大都市計（2− 1）

区 分

総 数

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  252,623  23,566,655  11,312,134 

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  882,413  51,633,923  38,952,896 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  19,760  2,213,357  1,332,312 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  1,463  164,962  90,518 

法附則第 15 条の８
第 １ 項

第　 一　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  99  7,166  6,539 

第　 二　 種���� �（ １ / ２ 減 額 ）  15  1,287  1,011 

第　 二　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  197  12,381  9,342 

法附則第 15 条の８
第 ３ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  734  322,901  190,640 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  2,204  192,654  208,485 

法 附 則 第 15 条 の ８ 第 ４ 項（ ２ / ３ 減 額 ）  2,338  115,133  102,613 

法附則第 15 条の８
第 ５ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  - 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  - 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  7,915  759,705  129,613 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ４ 項（ １ / ３ 減 額 ）  725  72,839  8,732 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ５ 項（ １ / ３ 減 額 ）  145  12,717  3,298 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ９ 項（ １ / ３ 減 額 ）  1,070  112,284  18,382 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 10 項（ １ / ３ 減 額 ）  2,058  172,823  42,807 

平 成 18 年 附 則�
第 13 条 第 29 項

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  1,518  104,785  76,107 

３ / ４ 減 額 さ れ る も の  51  4,339  4,145 

平 成 18 年 附 則 第 13 条 第 31 項（ ３ / ５ 減 額 ）  232  12,980  10,692 

平 成 21 年 附 則�
第 ８ 条 第 13 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  - 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  535  34,697  29,998 

合 計
 1,176,095  79,517,588  52,530,264 

う ち 個 人  924,988  67,713,773  43,677,402 

う ち 法 人 251,107 11,803,815 8,852,862 
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大都市計（2−２）

区 分

平成 23 年度に新たに軽減の対象となったもの 平成 23 年度で軽減期間の終了するもの

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  76,515  6,894,710  3,286,068  95,713  8,873,442  4,261,313 

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  108,701  7,402,760  4,702,671  210,908  13,724,598  8,443,627 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  16,847  1,886,118  963,583  -  -  - 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  1,259  141,935  77,414  -  -  - 

法附則第 15 条の８
第 １ 項

第　 一　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  35  2,078  2,031  -  -  - 

第　 二　 種���� �（ １ / ２ 減 額 ）  -  -  -  -  -  - 

第　 二　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  106  7,055  4,960  -  -  - 

法附則第 15 条の８
第 ３ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  51  81,246  45,678  193  61,509  35,003 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  197  17,149  17,531  529  41,993  42,166 

法 附 則 第 15 条 の ８ 第 ４ 項（ ２ / ３ 減 額 ）  194  7,429  7,391  495  27,090  22,213 

法附則第 15 条の８
第 ５ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  -  -  - 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  -  -  - 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  2,921  270,743  56,573  2,502  251,075  33,871 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ４ 項（ １ / ３ 減 額 ）  725  72,839  8,732  725  72,839  8,732 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ５ 項（ １ / ３ 減 額 ）  145  12,717  3,198  145  12,717  3,198 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ９ 項（ １ / ３ 減 額 ）  1,070  112,285  18,382  1,070  112,285  18,382 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 10 項（ １ / ３ 減 額 ）  2,058  172,813  42,807  2,058  172,813  42,807 

平 成 18 年 附 則�
第 13 条 第 29 項

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  556  33,970  25,024 

３ / ４ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  35  3,225  3,288 

平 成 18 年 附 則 第 13 条 第 31 項（ ３ / ５ 減 額 ）  -  -  -  232  12,980  10,692 

平 成 21 年 附 則�
第 ８ 条 第 13 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  -  -  - 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  121  6,918  6,464 

合 計
 210,824  17,081,877  9,237,019  315,282  23,407,454  12,956,780 

う ち 個 人  175,708  14,774,314  7,806,235  259,212  20,682,055  11,241,597 

う ち 法 人 35,116 2,307,563 1,430,784 56,070 2,725,399 1,715,183 

−軽　減　税　額　等−
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−軽　減　税　額　等−
都市計（2− 1）

区 分

総 数

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  987,790  93,035,010  41,936,877 

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  676,813  44,776,454  28,140,871 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  69,897  7,955,318  4,028,795 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  935  104,564  55,205 

法附則第 15 条の８
第 １ 項

第　 一　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  313  20,382  16,454 

第　 二　 種���� �（ １ / ２ 減 額 ）  -  -  - 

第　 二　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  702  42,735  30,847 

法附則第 15 条の８
第 ３ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  603  222,125  99,804 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  1,171  109,822  87,819 

法 附 則 第 15 条 の ８ 第 ４ 項（ ２ / ３ 減 額 ）  4,138  219,026  181,949 

法附則第 15 条の８
第 ５ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  21  1,764  759 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  18  1,385  264 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  13,927  1,383,694  130,963 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ４ 項（ １ / ３ 減 額 ）  3,108  270,755  25,685 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ５ 項（ １ / ３ 減 額 ）  173  14,076  2,746 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ９ 項（ １ / ３ 減 額 ）  4,001  404,925  58,092 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 10 項（ １ / ３ 減 額 ）  583  51,206  12,453 

平 成 18 年 附 則�
第 13 条 第 29 項

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  5,355  383,605  276,860 

３ / ４ 減 額 さ れ る も の  384  23,622  17,924 

平 成 18 年 附 則 第 13 条 第 31 項（ ３ / ５ 減 額 ）  189  14,246  9,114 

平 成 21 年 附 則�
第 ８ 条 第 13 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  34  2,103  1,421 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  1,953  129,268  98,074 

合 計
 1,772,108  149,166,086  75,212,976 

う ち 個 人  1,568,941  135,896,770  67,469,478 

う ち 法 人 203,167 13,269,316 7,743,498 
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都市計（2−２）

区 分

平成 23 年度に新たに軽減の対象となったもの 平成 23 年度で軽減期間の終了するもの

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  280,851  25,785,786  11,496,787  381,735  36,587,430  16,549,066 

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  68,008  4,890,275  3,149,371  156,268  10,882,004  6,276,532 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  59,200  6,742,275  3,281,542  -  -  - 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  772  87,268  46,405  -  -  - 

法附則第 15 条の８
第 １ 項

第　 一　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  141  7,436  6,322  -  -  - 

第　 二　 種���� �（ １ / ２ 減 額 ）  -  -  -  -  -  - 

第　 二　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  316  19,780  14,450  -  -  - 

法附則第 15 条の８
第 ３ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  175  41,014  23,815  155  58,584  23,451 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  213  11,477  8,068  372  43,296  36,044 

法 附 則 第 15 条 の ８ 第 ４ 項（ ２ / ３ 減 額 ）  683  40,585  33,755  578  32,926  24,915 

法附則第 15 条の８
第 ５ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  20  1,644  708  -  -  - 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  2  120  50  1  108  10 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  4,183  469,158  44,067  4,926  386,139  58,461 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ４ 項（ １ / ３ 減 額 ）  3,104  270,405  30,871  3,108  270,754  30,913 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ５ 項（ １ / ３ 減 額 ）  173  14,076  2,763  173  14,179  2,773 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ９ 項（ １ / ３ 減 額 ）  4,001  404,535  57,946  4,001  404,433  78,707 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 10 項（ １ / ３ 減 額 ）  583  51,206  12,553  583  51,206  12,553 

平 成 18 年 附 則�
第 13 条 第 29 項

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  1,734  121,296  86,055 

３ / ４ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  129  7,756  5,507 

平 成 18 年 附 則 第 13 条 第 31 項（ ３ / ５ 減 額 ）  -  -  -  93  6,778  4,149 

平 成 21 年 附 則�
第 ８ 条 第 13 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  -  -  - 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  251  16,218  12,259 

合 計
 422,425  38,837,041  18,209,473  554,107  48,883,107  23,201,395 

う ち 個 人  378,779  35,119,378  16,284,113  507,222  45,019,233  21,204,811 

う ち 法 人 43,646 3,717,662 1,925,360 46,885 3,863,875 1,996,584 

−軽　減　税　額　等−
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−軽　減　税　額　等−
町村計（2− 1）

区 分

総 数

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  132,094  12,864,310  5,660,890 

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  36,382  2,380,264  1,436,131 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  7,235  832,846  399,148 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  57  6,444  3,357 

法附則第 15 条の８
第 １ 項

第　 一　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  -  -  - 

第　 二　 種���� �（ １ / ２ 減 額 ）  -  -  - 

第　 二　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  -  -  - 

法附則第 15 条の８
第 ３ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  18  3,802  2,124 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  13  1,642  1,404 

法 附 則 第 15 条 の ８ 第 ４ 項（ ２ / ３ 減 額 ）  140  6,020  3,809 

法附則第 15 条の８
第 ５ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  4  475  34 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  - 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  867  75,796  6,805 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ４ 項（ １ / ３ 減 額 ）  363  31,384  2,747 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ５ 項（ １ / ３ 減 額 ）  10  921  199 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ９ 項（ １ / ３ 減 額 ）  407  41,584  12,383 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 10 項（ １ / ３ 減 額 ）  16  1,176  356 

平 成 18 年 附 則�
第 13 条 第 29 項

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  - 

３ / ４ 減 額 さ れ る も の  -  -  - 

平 成 18 年 附 則 第 13 条 第 31 項（ ３ / ５ 減 額 ）  34  2,465  1,572 

平 成 21 年 附 則�
第 ８ 条 第 13 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  - 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  - 

合 計
 177,640  16,249,129  7,530,959 

う ち 個 人  163,854  15,277,970  6,995,288 

う ち 法 人 13,786 971,159 535,671 
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町村計（2−２）

区 分

平成 23 年度に新たに軽減の対象となったもの 平成 23 年度で軽減期間の終了するもの

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

個 数 床 面 積

（㎡）

軽 減 税 額

（千円）

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  37,119  3,544,384  1,546,869  51,341  5,052,773  2,227,360 

法 附 則 第 15 条 の ６ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  5,991  437,798  264,187  7,997  486,629  265,253 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  6,266  720,937  345,650  -  -  - 

法 附 則 第 15 条 の ７ 第 ２ 項（ １ / ２ 減 額 ）  48  5,364  2,813  -  -  - 

法附則第 15 条の８
第 １ 項

第　 一　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  -  -  -  -  -  - 

第　 二　 種���� �（ １ / ２ 減 額 ）  -  -  -  -  -  - 

第　 二　 種���� �（ ２ / ３ 減 額 ）  -  -  -  -  -  - 

法附則第 15 条の８
第 ３ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  4  936  532 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  -  -  - 

法 附 則 第 15 条 の ８ 第 ４ 項（ ２ / ３ 減 額 ）  -  -  -  19  763  404 

法附則第 15 条の８
第 ５ 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  4  475  34 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  -  -  - 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 １ 項（ １ / ２ 減 額 ）  232  20,731  1,975  323  28,081  3,045 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ４ 項（ １ / ３ 減 額 ）  363  31,384  2,747  363  31,403  2,749 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ５ 項（ １ / ３ 減 額 ）  10  921  125  10  921  125 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 ９ 項（ １ / ３ 減 額 ）  407  41,891  12,457  407  41,871  12,455 

法 附 則 第 15 条 の ９ 第 10 項（ １ / ３ 減 額 ）  16  1,176  357  16  1,176  357 

平 成 18 年 附 則�
第 13 条 第 29 項

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  -  -  - 

３ / ４ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  -  -  - 

平 成 18 年 附 則 第 13 条 第 31 項（ ３ / ５ 減 額 ）  -  -  -  34  2,465  1,572 

平 成 21 年 附 則�
第 ８ 条 第 13 項

１ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  -  -  - 

２ / ３ 減 額 さ れ る も の  -  -  -  -  -  - 

合 計
 50,452  4,804,586  2,177,180  60,518  5,647,492  2,513,886 

う ち 個 人  46,151  4,460,681  1,996,577  57,208  5,407,018  2,403,121 

う ち 法 人 4,301 343,905 180,603 3,310 240,474 110,765 

−軽　減　税　額　等−




